
平成３１年度一般財団法人福島県教職員互助会事業計画及び予算の概要

Ⅰ 基本方針

本互助会は、昭和２８年（１９５３年）４月１日に発足以来、「会員並びにその親族の

生活の安定と福祉の増進を図り、もって福島県における教育文化の振興発展に寄与する」

ことを目的に県教育委員会及び公立学校共済組合（以下「共済組合」といいます。）と連

携を密にしながら、教育文化の向上に関する公益事業、会員に対する福利厚生事業等を

実施して参りました。

平成３１年度は、本互助会が公益法人制度改革関連３法の施行に伴い、平成２６年

（２０１４年）４月１日に一般財団法人へ移行して６年目となります。

公益目的支出計画は、へき地校の統廃合等に伴う助成対象校の減少により、公益目的

支出額が計画を若干下回っておりますが、概ね順調に遂行しております。

また、現在の互助会の財政状況は、日銀の金融緩和による超低金利政策の長期化によ

り、資産運用面での厳しさが増し、さらに、少子化に伴う教職員の削減による会員数の

減少による会員掛金収入の減収も続くなど収入面については厳しい状況の下にあります。

一方、福島原発事故による避難指示等対象地域の一部の住民については一部負担金の

支払い免除措置等が講じられてきたところであり、医療給付事業費が抑制されているこ

となどから事業支出も減少しているため、一般財団法人移行後、正味財産の減少はなく、

単年度会計でも収支のバランスがとれていることから、掛金の範囲内での事業遂行が可

能となっております。

なお、平成３１年（２０１９年）１０月から消費税の税率が８％から１０％へ引き上

げられること、平成２９年（２０１７年）５月に地方公務員法及び地方自治法の一部を

改正する法律が成立、公布され、２０２０年４月から特別職の任用及び臨時的任用の厳

格化に伴い、会計年度任用職員制度等が創設される予定です。

したがいまして、平成３１年度事業の実施に当たっては、以上の状況を十分に認識し、

次の点を基本方針として諸事業の一層の効率的運営に努め、会員の福利厚生の充実を図

って参ります。

１ 事業費規模は、掛金収入の範囲内とし、健全財政の維持に努めます。

２ 各種事業については、概ね前年度事業を踏襲しつつ、会員のニーズの把握に努め、

事業内容の充実に努めます。

３ 掛金は、前年度と同率とします。

４ 資産は、定期預金と国債、地方債で安全な運用に努め、将来的に安定した収入を

確保します。

５ 法又は共済制度の改正状況を適切に把握し、本互助会の事業運営に影響が生じる

場合には、関係規程の速やかな改正を行います。

６ 制度改正、各事業内容、関係規程の改正、役員改選、予算・決算等に関して会員

の理解と各所属に対する周知を図るため広報活動の充実を図ります。

７ 消費税率の引き上げに伴う経費について適切に計上します。



８ 改正地方公務員法等施行に伴う県及び公立学校共済組合の給付システム改修等に

対応するため、給付システムの改修費用を計上します。

９ 平成３１年度中に予定されている教育庁執務室の移転経費を計上します。

Ⅱ 事業計画

１ 会員数

事業計画の基礎となる会員数は、前年度対比１％減を見込みます。

会 員 数

平成３１年度 平成３０年度 増減

１６，１２０人 １６，２８２人 △１６２

※ 平成３０年度会員数（平成３０年１２月１日現在）

２ 掛金

掛金率は次のとおり配当します。

会 計 区 分 掛 金 率

実施事業等会計 （厚生事業から振替）

そ 短期給付事業 １.５／１,０００
の
他 厚 生 事 業 ６.５／１,０００
会
計 貸 付 事 業

法 人 会 計 (６.５／１,０００)

※厚生事業及び法人会計への配当は合計で、掛金率６.５／１,０００

３ 実施事業会計

（１） 公益事業

互助会文庫 広く県民の読書活動に役立てるため、「互助会文庫」として、
事業 県内５９市町村のうち公立図書館未設置の２８町村を巡回し、

読書施設の運営相談・図書館活動の促進・読書グループの育成
にあたっている県立図書館の移動巡回車「あづま号」に、掲載
するための一般図書及び児童図書を贈呈する事業を実施します。

へき地等教 へき地教育等及び特別支援教育を実施する学校の特殊性に配
育事業助成 慮し、これらの学校の児童生徒用図書の充実を図るための助成
事業 を行う事業を実施します。

実施対象校 ９１校

(内訳 へき地校 ６８校 特別支援学校 ２３校)

本県における教育文化の振興発展を図るため、公益目的支出計画に基づき、事業を

実施します。



（公益目的支出計画の実施状況）

公益目的財産額（平成２６年度期首） ２３０，８１５，４７７円

公益目的支出の額 平成２６年度実績 ３，８６３，７９９円
２７年度実績 ４，０４１，４１５円
２８年度実績 ３，９１４，２５１円
２９年度実績 ３，９４７，３３９円
３０年度見込額 ４，２１８，０００円
３１年度予算額 ４，２５４，０００円

計 ２４，２３８，８０４円

公益目的財産残高（平成３１年度期末見込額） ２０６，５７６，６７３円

計画上の完了年月日 平成８３年３月３１日（５６年間）

１

４ その他の会計

（１） 短期給付事業

医療補助金 家族（被扶養者）の保険診療に要した費用から共済組合の給付額
を控除後、３，３００円を控除した額 （１００円未満切り捨て）

出産見舞金 出産児ひとり当たり 会 員 ５０，０００円
被扶養者である家族 ３０，０００円

死亡弔慰金 配偶者、被扶養者等が死亡したとき、５０，０００円

災害見舞金 会員が風水害、震災、火災その他非常災害により住居又は家財に
１／３以上の損害を受けたとき、損害の程度により
３０，０００円から１００，０００円

共済組合の短期給付事業を補完する事業を実施して、相互共済事業を推進します。

（ア）自己負担限度額

被扶養者に係る医療補助金の基礎控除額（自己負担限度額）は、３,３００円を
維持します。

（イ）その他の給付事業は前年度同様実施し、過去の給付実績を考慮して所要額を見

込みます。

（２） 厚生事業

ア 厚生給付事業

健康管理事業 会員本人の保険診療に要した費用から共済組合の給付額を控除後、
助成 ３，３００円を控除した額 （１００円未満切り捨て）

死亡給付金 会員が死亡したとき ４５０，０００円

出産給付金 出産児ひとり当たり 被扶養者等でない配偶者 ３０，０００円

結婚祝金 会員が結婚したとき ５０，０００円



入学祝金 会員の子又は被扶養者が小学校に入学したとき
３０，０００円

入院療養見舞金 会員又は被扶養者が、保健医療機関等に引き続き５日以上
入院したとき １日につき１，０００円助成
本人は入院期間中、被扶養者は毎年度９０日限度で給付。

障害見舞金 会員の被扶養者が身体障害者手帳（１，２級）又は療育手帳
Aの交付を受けているとき 年１回 ５０，０００円

介護休暇給付金 会員が介護休暇を取得し、給与の全部又は一部が支給されない
ときは、介護休暇を取得した日１日につき給料月額の６７％に
相当する金額を給付する。ただし、共済組合介護休業手当金の
支給を受けた期間については給付しない。（給付上限あり）

育児休業給付金 会員が育児休業を取得した場合、育児休業を取得した日１日に
つき給料日額の５％に相当する金額を給付する。
ただし、共済組合育児休業手当金の支給を受けた期間について
は給付しない。（給付上限あり）

会員に対する医療補助、出産、入院、死亡等に対する給付の他、育児休業や介護休暇

に対する給付を実施して、相互共済事業を推進します。

(ア) 会員本人に係る医療給付金の基礎控除額（自己負担限度額）は、３,３００円
を維持します。

（イ）その他の給付事業は前年度同様実施し、過去の給付実績を考慮して所要額を見込

みます。

イ 厚生事業

健康管理事業 会員及びその被扶養配偶者の成人病疾患の予防対策として、早期
助成事業 発見、早期治療を目的に健康診断を実施する。

（県及び共済組合との共同事業）
・大腸がん検診・脳検診・胃がん検診・肺がん検診
・配偶者人間ドック

（互助会単独事業）
・定年退職予定者人間ドック （対象:５９歳）

国内外旅行 会員が福島空港を発着する国内外定期便・チャーター便を利用し
助成事業 て旅行したとき助成

・海外・国内年１回 各５，０００円

ライフプラン （共済組合との共同事業）
講座 会員に生涯生活設定の確立を支援する講座を開催

永年勤続リフ 永年にわたり勤務した会員に助成品を交付し、心身のリフレッシ
レッシュ事業 ュを図る。

・永年勤続被表彰者 （毎年１１月）
７０，０００円相当の旅行券、公立学校共済組合飯坂保養所

「あづま荘」の施設利用助成券又は図書カードから選択
・２０年以上３０年未満中途退職者 （その都度）

３０，０００円相当の旅行券、公立学校共済組合飯坂保養所
「あづま荘」の施設利用助成券又は図書カードから選択



リフレッシュ 永年にわたり勤務した会員に助成品を交付し、心身のリフレッシ
事業 ュを図る。

・勤続１０年の者 （助成時期；７月）
３０，０００円相当の旅行券又は公立学校共済組合飯坂
保養所 「あづま荘」の施設利用助成券から選択

・勤続２０年の者 （助成時期：７月）
５０，０００円相当の旅行券又は公立学校共済組合飯坂
保養所 「あづま荘」の施設利用助成券から選択

会員(証)割引 会員及びその家族に対し、余暇活動の支援及び利便性の向上に資
事業 するサービス等の提供をすることを目的に、宿泊施設、スポーツ

ジム、ゴルフ場、映画館、博物館等との協定により、各施設を割
引価格で利用可能とする。

会員交流促進 独身会員を対象として、「出会い」と「交流」の場を提供する。
事業

指定旅館利用 指定施設で宿泊、会食を行う場合、利用料金の一部を助成する。
助成

健康管理事業助成、永年勤続会員に対するリフレッシュ事業及び事業指定旅館等利用

助成事業等を実施して会員の福利増進を推進します。

（ア）健康管理事業助成事業

会員及びその被扶養者の生活習慣の改善等により発病予防する「一次予防」を

積極的に推進するため、検診事業に対する助成を、前年度と同様に共済組合福島

支部と共同で実施します。

また、消費税率が引き上げられる１０月以降受診した会員の自己負担額は据え

置きます。

なお、互助会単独事業である定年退職予定者人間ドックについては、４月 １日

現在、５９歳の互助会員のみを対象に実施します。

（イ）ライフプラン講座

会員及びその被扶養者の生涯生活設計の確立を支援する講座を共済組合福島支

部と共催して実施します。

講座内容（予定）

初級コース：基礎的な内容を網羅した講義

中級コース：実践的な知識や最新情報に重点を置いた講義

退職準備コース：老後の資産形成に関する講義、識者を招聘した講演会

（ウ）永年勤続リフレッシュ事業、リフレッシュ事業

会員に交付する助成品としてＪＲ東日本と旅行会社３社（ＪＴＢ、近畿日本ツ

ーリスト、東武トップツアーズ）の旅行券を交付していましたが、ＪＲ東日本が

旅行券の発売を中止したことから、新たに日本旅行（株）と契約を締結します。

（エ）会員（証）割引事業

会員及びその被扶養者に対して、余暇活動の支援並びに生活における利便性の

向上に資することを目的に、平成２７年度から開始した会員割引事業については、

県内の映画館、レストラン、スポーツジム、ゴルフ場、博物館（美術、歴史、産



業）等の施設と提携して利用施設数の拡大に努めてきました。

平成３１年１月末日現在の提携施設数は、協定宿泊施設１４、その他施設等

６２の計７６施設となります。

平成３１年度は、全国教職員互助団体協議会（以下「全教互」という。）の統

一様式の「会員証」を提示することで全教互及び各互助団体が契約した業者の割

引等の各種サービスを受けることが可能となる共同事業に参加をするため「事業

名」等の一部改正を行います。

（オ）指定旅館等利用助成事業

東日本大震災後、休業等の理由により当会の利用助成の対象外としていた下記

施設に対する利用助成を４月から再開します。

①いこいの村なみえ

②葛尾村緑の里せせらぎ荘

③飯舘村宿泊体験館きこり

また、施設改修工事のため平成３０年９月３日から休業していた「アットホー

ムおおたま」はリニューアルオープン後に利用助成を再開します。（リニューア

ルオープン日は未定。４月から５月頃を予定）

なお、公益財団法人 日本教育公務員弘済会直営施設「浅香荘」（郡山市熱海町）

が平成３１年３月２３日の営業終了に伴い、対象外となります。

（カ）その他の事業

前年度同様に実施し、過去の実績を考慮して所要額を見込みます。

（３） 給付金電算システムの更新

２０２０年４月からの会計年度任用職員制度等導入に伴う、福島県の給与システム

等の改修に対応するため、本互助会で稼働している給付システムの改修を行います。

５ 法人会計

（１）当互助会の管理費用（人件費、事務費等）を計上します。

（２）事務の効率化と経費の節減に努めます。

（３）平成３１年度中に予定されている教育庁執務室の移転に伴う本互助会執務室

移転費用を計上します。

６ 全国教職員互助団体協議会関連事業

（１） 陳情・署名活動

各都道府県の教職員互助団体の協議体として活動をしている全国教職員互助団体協

議会（以下「全教互」という）が主体となり、関係官庁、国会議員、各政党に対し、

国民が安定し安心できる社会保障制度の維持・発展が図られるよう陳情行動を実施し

ます。

当互助会におきましては、全教互の事業計画を踏まえ、会員に対して陳情署名活動

の協力を要請します。



（過去５年間の実績）

年 度 本県署名者数

平成２６年度 １０，３４６名

平成２７年度 ９，８８０名

平成２８年度 １０，０６４名

平成２９年度 １０，１９７名

平成３０年度 １０，０３８名

（２） 全教互総会

下記日程で開催される第７０回全国教職員互助団体協議会総会の開催に協力します。

開催時期 ２０１９年６月６日（木）から７日（金）まで

開催地 郡山市

開催会場 ホテルハマツ

参加団体 全国教職員互助団体 ６４団体

（３） 全教互「会員証割引事業」 （新規）

全教互は、九州ブロック互助団体の共同事業として平成１５年度から開始していた「会

員証事業」を、全国規模に拡大し、平成３０年度から６４団体中３０団体が加入し「会

員証割引事業」を開始しました。

全国の互助団体の連携を強め、本会員である教職員の生活支援、心身の健康維持を通

じ、子供たちの教育の発展につながる事業であることから、平成３１年度に参加します。

（４） 全国互助団体との情報交流 （新規）

全教互が情報の集積と各団体への情報発信機能を高めるため実施している「各互助

団体発行会報の全国交流」事業に参加し、全国の互助団体との情報交流を図ります。



総括表 (単位：千円）

予算額 前年度予算額 増減 備考

1 Ⅰ　一般正味財産増減の部

2 １．経常増減の部

3 （１）経常収益

4 基本財産運用益 11 11 0

5 基本財産運用収益 11 11 0 定期預金利息（基本財産）

6 掛金収益 600,438 607,977 △ 7,539

7 会員掛金収益 600,438 607,977 △ 7,539 掛金率8/1000

8 事業収益 0 0 0

9 駐車場収益 0 0 0

10 貸付事業収益 0 0 0

11 貸付金利息収益 0 0 0

12 受取負担金 690 772 △ 82

13 事務費負担金収益 570 570 0 追加負担金＠5,700円×100人

14 会議負担金収益 0 136 △ 136 ブロック研修会負担金皆減

15 会員交流促進事業負担金収益 120 66 54 参加費徴収分

16 利息収益 1,536 1,510 26

17 受取利息 75 75 0 定期預金利息（運用財産）

18 受取投資有価証券利息 1,461 1,435 26 投資有価証券利息（運用財産）

19 雑収益 10 10 0

20 受取手数料 10 10 0 会員割引事業手数料

21 雑収益 0 0 0

22 過年度収益 0 0 0

23 過年度収益 0 0 0

24 経常収益計 602,685 610,280 △ 7,595

25 （２）経常費用

26 事業費 566,230 558,883 7,347

27 公益事業費 3,960 3,935 25

28 へき地等教育事業助成費 1,760 1,775 △ 15 対象校91校

29 互助会文庫費 2,200 2,160 40

30 短期給付事業費 69,455 69,417 38

31 医療補助金 44,978 44,893 85

32 支払準備引当金繰入額 7,667 7,834 △ 167 平成32年2月、3月診療分

33 死亡弔慰金 1,510 1,590 △ 80

34 災害見舞金 1,500 1,500 0

35 出産見舞金 13,800 13,600 200

36 厚生給付事業費 297,488 290,321 7,167

37 医療給付金 144,541 139,773 4,768

38 支払準備引当金繰入額 26,214 28,630 △ 2,416 平成32年2月、3月診療分

39 死亡給付金 23,100 24,270 △ 1,170

40 出産給付金 3,330 3,840 △ 510

41 結婚祝金 12,800 12,350 450

42 入学祝金 16,980 14,920 2,060

収支予算書(正味財産増減計算ベース）
平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

科     目



総括表 (単位：千円）

予算額 前年度予算額 増減 備考科     目

43 入院療養見舞金 19,344 19,368 △ 24

44 障害見舞金 4,850 4,650 200

45 介護休暇給付金 5,838 4,652 1,186

46 育児休業給付金 40,491 37,868 2,623

47 厚生事業費 174,012 179,048 △ 5,036

48 指定旅館等利用助成費 43,045 42,705 340

49 健康管理事業助成費 50,089 44,425 5,664 共済組合共催事業

50 永年勤続リフレッシュ助成費 57,430 66,680 △ 9,250

51 リフレッシュ助成費 19,920 22,170 △ 2,250

52 ライフプラン講座費 1,306 1,111 195 共済組合共催事業

53 国内外旅行助成費 1,220 1,235 △ 15

54 教育塔合祀遺族助成費 300 105 195

55 会員交流促進事業 702 617 85

56 事務費 21,315 16,162 5,153

57 給料手当 3,855 3,757 98 職員1名分

58 非常勤職員手当 2,366 2,402 △ 36 非常勤職員1名分

59 賃金 0 0 0

60 社会保険負担金 1,016 1,020 △ 4

61 職員厚生費 41 44 △ 3

62 退職給付引当金繰入額 297 225 72

63 通信運搬費 532 497 35 リフレッシュ助成品等発送料外

64 消耗品費 670 650 20 諸用紙印刷代

65 普及費 3,568 3,268 300 福利だより等発行料

66 賃借料 1,834 1,182 652 給付システムリース料

67 委託費 6,892 2,880 4,012 給付システム保守費、修正費等

68 公租公課 244 237 7 投資有価証券利息（課税）

69 管理費 30,465 30,345 120

70 役員費 134 264 △ 130

71 役員旅費 80 210 △ 130 役員会等旅費

72 会議費 54 54 0 役員会会場借上料外

73 職員給与費 21,986 22,012 △ 26

74 給料手当 10,262 10,113 149 職員2名分

75 非常勤職員手当 0 0 0

76 賃金 8,176 8,110 66 出張所臨時職員分

77 社会保険負担金 2,944 3,053 △ 109

78 職員厚生費 167 162 5

79 退職給付引当金繰入額 437 574 △ 137

80 事務費 8,345 8,069 276

81 会議費 0 171 △ 171

82 旅費 640 598 42 各種研修旅費外

83 通信運搬費 293 279 14 切手代、電話代

84 消耗品費 652 360 292 事務用品、ロッカー等購入代

85 負担金 1,159 1,106 53 全教互負担金、各種研修負担金外

86 普及費 1,784 1,634 150 福利だより等発行料

87 出張所事務費 1,700 1,700 0 出張所事務経費



総括表 (単位：千円）

予算額 前年度予算額 増減 備考科     目

88 賃借料 770 740 30 会計システム、倉庫賃借料

89 諸費 130 96 34 残高証明書発行手数料

90 保険料 200 200 0 役員の損害保険料外

91 委託費 612 754 △ 142 会計事務所委託費外

92 公租公課 270 270 0 印紙代外

93 修繕費 50 50 0 パソコン修理費

94 新聞図書費 85 111 △ 26 新聞購読料等

95 経常費用計 596,695 589,228 7,467

96 評価損益等調整前当期経常増減額 5,990 21,052 △ 15,062

97 基本財産評価損益等 0 0 0

98 特定資産評価損益等 0 0 0

99 投資有価証券評価損益等 0 0 0

100 評価損益等計 0 0 0

101 当期経常増減額 5,990 21,052 △ 15,062

102 ２．経常外増減の部

103 （１）経常外収益

104 引当金戻入 0 0 0

105 　 支払準備金引当金戻入 0 0 0

106 経常外収益計 0 0 0

107 （２）経常外費用

108 除去損失 0 0 0

109 　 什器備品除去損失 0 0 0

110 経常外費用計 0 0 0

111 当期経常外増減額 0 0 0

112 他会計振替額 0 0 0

113 実施事業等会計への振替額 △ 4,231 △ 4,143 △ 88

114 厚生事業会計からの振替額 4,231 4,143 88

115 法人会計からの振替額 0 0 0

116 当期一般正味財産増減額 5,990 21,052 △ 15,062

117 一般正味財産期首残高 666,542 635,490 31,052

118 一般正味財産期末残高 672,532 656,542 15,990

119 Ⅱ　指定正味財産増減の部

120 受取補助金等 0 0 0

121 一般正味財産への振替額 0 0 0

122 当期指定正味財産増減額 0 0 0

123 指定正味財産期首残高 10,000 10,000 0

124 指定正味財産期末残高 10,000 10,000 0

125 Ⅲ　正味財産期末残高 682,532 666,542 15,990


